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令和８年７月２日 

福祉保健部感染症対策・薬務課 

 

新潟県感染症情報（週報速報版）をお知らせします 

（令和８年第 26週：令和８年６月 22 日から令和８年６月 28 日まで） 

 

      ※新潟県感染症情報は「速報版」であり、前週公表した数値と異なる場合があります。 

●今週の 

トピック 

◆麻しん（はしか）に注意をお願いします。（別紙１参照） 
〇第10週（３/２～３/８）以降の県内での発生はありませんが、全国的には報告数が増えており

、直近10年で最も多かった2019年に次ぐ水準で推移しています。麻しん（はしか）は、マスク
や手洗いでは感染予防として十分でなく、ワクチンが重要です。麻しん（はしか）は、先進国
でも重症化することもあり、1,000人に１人死亡するとされている感染症です。 

〇発熱、発しんなどの麻しん（はしか）を疑う症状がある場合は、外出を控えるとともに、受
診する場合には、事前に医療機関に連絡の上、医療機関の指示に従ってご対応いただくよう
お願いします。また、受診の際には、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。 

〇ご自身の発症予防、重症化予防、集団としての感染拡大防止の観点から、麻しん・風しんワク
チンの２回接種が重要です。お子様が定期接種の対象である１歳又は就学前１年間にある場
合、積極的に早期の接種をご検討ください。 

〇また、ご自身やご家族の予防接種歴について確認をお願いします。２回の接種記録を確認で
きない場合は、必要に応じて医療機関にご相談ください。 

※厚生労働省「麻しんの感染拡大防止に向けた国民の皆様へのメッセージ」（別紙２参照） 
麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起について - 新潟県ホームページ 
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/1356868039539.html   

●定点報告 全県に警報を発令している疾病：なし 

●全数報告 

１類感染症 届出なし     

２類感染症 

結核 ５件 新潟市保健所管内 

新潟市保健所管内 

三条保健所管内 

三条保健所管内 

南魚沼保健所管内 

患者 
無症状病原体保有者 

患者 
患者 
患者 

70 歳代男性 

80 歳代男性 

80 歳代女性 

80 歳代女性 

90 歳代女性 

３類感染症 

腸管出血性大腸菌感染症 

（別紙３、４参照） 

３件 新津保健所管内 

新津保健所管内 

村上保健所管内 

無症状病原体保有者  
患者 
無症状病原体保有者 

20 歳代女性 

30 歳代女性 

60 歳代女性 

４類感染症 
Ａ型肝炎 

レジオネラ症 

１件 

１件 

新潟市保健所管内 

村上保健所管内 

患者 
患者 

50 歳代男性 

90 歳代男性 

５類感染症 

急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西

部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウ

マ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ

脳炎及びリフトバレー熱を除く） 

 

梅毒 

 

 

百日咳 

１件 

 

 

 

 

２件 

 

 

４件 

長岡保健所管内 

 

 

 

 

新潟市保健所管内 

三条保健所管内 

 

新潟市保健所管内 

新潟市保健所管内 

患者 
 

 

 

 

無症状病原体保有者 
患者 

 

患者 

患者 

10 歳未満男性 

 

 

 

 

50 歳代男性 

50 歳代男性 

 

40 歳代女性 

10 歳未満男性 

新潟県報道資料 



 
次回は令和８年７月９日（木）発行予定です。 

 

新潟市保健所管内 

新潟市保健所管内 

患者 

患者 

30 歳代女性 

60 歳代男性 

福祉保健部感染症対策・薬務課感染症対策班 
 電話 025-280-5200 （内線 2594） 



５類感染症定点把握対象疾患（週報届出分）地域振興局等管内別報告数

県計 新潟市 新発田 新津※ 三条 長岡 魚沼 南魚沼 十日町 柏崎 糸魚川 村上 佐渡 上越

イ ン フ ル エ ン ザ 実 数 4 1 2 1
定 点 当 0.07 0.20 0.67 0.25

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 実 数 15 10 4 1
定 点 当 0.27 1.43 2.00 0.50

Ｒ Ｓ ウ イ ル ス 感 染 症 実 数 12 2 2 7 1
定 点 当 0.40 0.20 1.00 2.33 0.50

咽 頭 結 膜 熱 実 数 16 6 2 7 1
定 点 当 0.53 0.60 0.67 1.75 0.50

Ａ 群 溶 血性 レ ン サ球 菌咽 頭炎 実 数 84 19 2 15 30 2 1 3 6 2 4
定 点 当 2.80 1.90 1.00 5.00 7.50 2.00 0.50 3.00 6.00 2.00 2.00

感 染 性 胃 腸 炎 実 数 62 13 4 14 5 11 5 1 9
定 点 当 2.07 1.30 2.00 3.50 5.00 11.00 5.00 1.00 4.50

水 痘 実 数 19 10 6 2 1
定 点 当 0.63 1.00 1.50 2.00 0.50

手 足 口 病 実 数 22 1 17 1 1 2
定 点 当 0.73 0.10 5.67 0.25 1.00 2.00

伝 染 性 紅 斑 実 数 6 6
定 点 当 0.20 2.00

突 発 性 発 疹 実 数 7 2 1 2 2
定 点 当 0.23 0.20 0.33 0.50 2.00

ヘ ル パ ン ギ ー ナ 実 数 2 1 1
定 点 当 0.07 0.10 0.33

流 行 性 耳 下 腺 炎 実 数 1 1
定 点 当 0.03 0.33

急 性 出 血 性 結 膜 炎 実 数

定 点 当

流 行 性 角 結 膜 炎 実 数 1 1
定 点 当 0.10 1.00

細 菌 性 髄 膜 炎 実 数

定 点 当

無 菌 性 髄 膜 炎 実 数

定 点 当

マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 実 数 1 1
定 点 当 0.08 1.00

クラミジア肺炎（オウム病を除く） 実 数

定 点 当

感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る） 実 数

定 点 当

県計 新潟市 新発田 新津※ 三条 長岡 魚沼 南魚沼 十日町 柏崎 糸魚川 村上 佐渡 上越

急 性 呼 吸 器 感 染 症 実 数 1911 577 114 7 380 299 60 31 63 49 125 28 104 74
定 点 当 36.75 32.06 28.50 3.50 76.00 59.80 30.00 10.33 21.00 24.50 62.50 28.00 52.00 24.67

実数：指定届出機関（定点医療機関）からの患者報告の総数

定点当：実数を指定届出機関（定点医療機関）の総数で除したもの

※新津は、新潟地域振興局管内（五泉市、阿賀町）

令和8年第26週：6月22日から6月28日まで



５類感染症定点把握対象疾患（週報届出分）最近６週間の推移
５週前 ４週前 ３週前 ２週前 １週前 今週 年齢別 0歳 1～4歳 5～9歳 10～14歳 15～19歳 20～59歳 60歳以上

イ ン フ ル エ ン ザ 実 数 1 2 4 4 1 1 2
定 点 当 0.02 0.04 0.07 0.07 0.02 0.02 0.04

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 実 数 12 19 15 12 16 15 1 4 8 1 1
定 点 当 0.22 0.35 0.27 0.22 0.29 0.27 0.02 0.08 0.15 0.02 0.02

５週前 ４週前 ３週前 ２週前 １週前 今週 年齢別 0歳 1～4歳 5～9歳 10～14歳 15～19歳 20歳以上

Ｒ Ｓ ウ イ ル ス 感 染 症 実 数 9 13 13 15 10 12 2 10
定 点 当 0.30 0.43 0.43 0.50 0.33 0.40 0.07 0.33

咽 頭 結 膜 熱 実 数 12 12 16 18 10 16 4 11 1
定 点 当 0.40 0.40 0.53 0.60 0.33 0.53 0.13 0.36 0.03

Ａ 群 溶 血性 レ ン サ球 菌咽 頭炎 実 数 132 109 121 103 89 84 1 38 31 7 3 4
定 点 当 4.40 3.63 4.03 3.43 2.97 2.80 0.03 1.26 1.03 0.23 0.10 0.13

感 染 性 胃 腸 炎 実 数 124 78 63 91 86 62 8 27 15 8 2 2
定 点 当 4.13 2.60 2.10 3.03 2.87 2.07 0.26 0.90 0.50 0.27 0.07 0.07

水 痘 実 数 15 27 8 23 7 19 4 8 7
定 点 当 0.50 0.90 0.27 0.77 0.23 0.63 0.13 0.27 0.23

手 足 口 病 実 数 6 7 3 3 16 22 20 2
定 点 当 0.20 0.23 0.10 0.10 0.53 0.73 0.66 0.06

伝 染 性 紅 斑 実 数 18 18 5 6 7 6 1 4 1
定 点 当 0.60 0.60 0.17 0.20 0.23 0.20 0.03 0.13 0.03

突 発 性 発 疹 実 数 6 8 3 3 4 7 2 5
定 点 当 0.20 0.27 0.10 0.10 0.13 0.23 0.07 0.17

ヘ ル パ ン ギ ー ナ 実 数 5 3 4 2 2
定 点 当 0.17 0.10 0.13 0.07 0.07

流 行 性 耳 下 腺 炎 実 数 1 1 3 1 1
定 点 当 0.03 0.03 0.10 0.03 0.03

急 性 出 血 性 結 膜 炎 実 数 2 1
定 点 当 0.20 0.10

流 行 性 角 結 膜 炎 実 数 5 1 1 1 1
定 点 当 0.50 0.10 0.10 0.10 0.10

細 菌 性 髄 膜 炎 実 数

定 点 当

無 菌 性 髄 膜 炎 実 数 1 1
定 点 当 0.08 0.08

マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 実 数 5 9 2 3 3 1 1
定 点 当 0.38 0.69 0.15 0.23 0.23 0.08 0.08

クラミジア肺炎（オウム病を除く） 実 数

定 点 当

感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る） 実 数 1
定 点 当 0.08

５週前 ４週前 ３週前 ２週前 １週前 今週 年齢別 0歳 1～4歳 5～9歳 10～14歳 15～19歳 20～59歳 60歳以上

急 性 呼 吸 器 感 染 症 実 数 2636 2617 2208 2061 2219 1911 96 746 397 216 69 243 144
定 点 当 50.69 50.33 42.46 39.63 42.67 36.75 1.85 14.35 7.63 4.15 1.33 4.67 2.77

入 院 サ ー ベ イ ラ ン ス

５週前 ４週前 ３週前 ２週前 １週前 今週 年齢別 0歳 1～4歳 5～9歳 10～14歳 15～19歳 20～59歳 60歳以上

イ ン フ ル エ ン ザ 実 数

定 点 当

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 実 数 3 3 1 1
定 点 当 0.23 0.23 0.08 0.08

指定届出機関（定点医療機関）から報告の修正等があった場合、前週の感染症情報（週報速報版）で公表した数値と異なる場合があります。

令和8年第26週：6月22日から6月28日まで



令和８年６月22日～令和８年６月28日

インフルエンザ 新潟市 村上 新発田 新津 三条 長岡 魚沼 南魚沼 柏崎 十日町 上越 糸魚川 佐渡

児童福祉施設（施設数）

老人福祉施設（施設数）

障害福祉サービス事業所／
身体障害者社会参加支援施設
（施設数）

保護施設（施設数）

その他の施設（施設数）

新型コロナウイルス感染症 新潟市 村上 新発田 新津 三条 長岡 魚沼 南魚沼 柏崎 十日町 上越 糸魚川 佐渡

児童福祉施設（施設数）

老人福祉施設（施設数）

障害福祉サービス事業所／
身体障害者社会参加支援施設
（施設数）

保護施設（施設数）

その他の施設（施設数）

感染性胃腸炎 新潟市 村上 新発田 新津 三条 長岡 魚沼 南魚沼 柏崎 十日町 上越 糸魚川 佐渡

児童福祉施設（施設数）

老人福祉施設（施設数）

障害福祉サービス事業所／
身体障害者社会参加支援施設
（施設数）

保護施設（施設数）

その他の施設（施設数）

その他の感染症 新潟市 村上 新発田 新津 三条 長岡 魚沼 南魚沼 柏崎 十日町 上越 糸魚川 佐渡

児童福祉施設（施設数）

老人福祉施設（施設数）

障害福祉サービス事業所／
身体障害者社会参加支援施設
（施設数）

保護施設（施設数）

その他の施設（施設数）

ア　同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合
イ　同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ　ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

保健所・疾患・施設種別　感染症集団発生等報告数（第26週）

※その他の感染症：

○　報告の要件



 

別紙１ 



 



 



 

別紙２ 



別 紙 ３   

腸管出血性大腸菌感染症について 

 

新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課 

 

１ 腸管出血性大腸菌感染症とは 

○ 大腸菌のうち、ベロ毒素を産生する菌（腸管出血性大腸菌）が原因で起こります。 

（１）種類    代表的な血清型はＯ157、Ｏ26、Ｏ111 などです。 

（２）感染経路  菌に汚染された食物や便を介して感染します。 

（３）潜伏期間  ３～５日 

（４）症状    下痢、腹痛、水様便、血便、発熱、溶血性尿毒症症候群（HUS） 

・症状は無症状から重篤なものまで様々です。発熱は軽度で、多くは 37℃台 

です。 

・HUS は、腎機能や神経学的障害などの後遺症や、死亡することもある重篤 

な疾患です。 

 

２ 予防方法 

○ 予防のため、特に次のことに注意してください。 

（１）手洗いの励行 

外出先からの帰宅時やトイレ後、調理の前後、食事前などは、流水と石けんによる手洗い 

を励行しましょう。 

（２）食品の十分な加熱と洗浄 

腸管出血性大腸菌は 75℃で 1 分以上加熱すると死滅します。加熱すべき食品は中心部ま 

で十分加熱しましょう。また、野菜等を生で食べるときはよく洗いましょう。 

（３）調理器具の使い分けと消毒 

調理器具は食材・用途ごとに使い分け、使用後は洗浄・消毒を徹底しましょう。 

特に、「生肉を焼くためのトングや箸(はし)」と「焼いた後に取り分けるトングや食べる 

箸」は使い分けるようにしてください。 

（４）その他 

重症化させないためにも、症状が現れたら早めに医療機関を受診しましょう。 

 ○ 参考：厚生労働省のホームページ： 

腸管出血性大腸菌Ｑ＆Ａ 

【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html】 

 

３ 学校保健安全法における扱い 

第三種感染症に定められており、病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認め

るまで出席停止となります。 

 



 

別紙４ 



 

 



 


